
「つなぐを紡ぐ居住支援ネットワークの実践」
～住まいサポートなごやの取り組み～

令和７年９月２６日（金）
１３時３０分～1６時

住 ま い サ ポ ー ト な ご や
（名古屋市居住支援コーディネート事業）



本日の内容

１．住まいサポートなごやの概要

２. 入居等支援の実際

〇どのような関係機関と連携・協働しているか

〇コーディネートをする中で大切にしていること、気を付けて

いること

３. 大家さん・不動産事業者さんからの相談対応の現状

４．居住支援をすすめるポイント
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名 称 住まいサポートなごや（居住支援コーディネート事業）

実施方法 業務委託（事業者選定方法：公募型プロポーザル）

受託事業者 なごや居住支援コンソーシアム【（社福）名古屋市社会福祉協議会・（公社）愛知共同住宅協会】

実施期間 令和４年１０月１日から令和９年9月３０日（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）

実施場所
名古屋市熱田区新尾頭二丁目2番7号 富春ビル4階

（名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター金山内）

体 制

居住支援コーディネーター：４名（常勤・専従３名、常勤・兼務1名）

住宅相談員：3名（非常勤・兼務）

不動産情報管理・孤立死保険業務担当：1名（常勤・専従）

「相談をお受けしたうえで、共に問題や課題の解決を目指します」

（１）民間賃貸住宅の住まい探しのサポート
（２）福祉等の関係者・関係機関と連携した入居等のサポート
（３）セーフティネット住宅の不動産事業者さん・大家さんのサポート
（４）居住支援活動のネットワークづくりや居住支援の普及啓発 など

主な事業内容

【住まいサポートなごや（名古屋市居住支援コーディネート事業）の概要】

「居住支援コーディネーター（福祉専門職）」及び「住宅相談員」を設置し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への
入居に伴う、関係者間の連絡調整や入居トラブル等に関する大家からの相談等の対応を行うことで、居住支援法人等による
居住支援活動のネットワークづくりを進める。 ※住宅セーフティネット制度に基づく取り組み。
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住まい探しでお困りの方は、「民間賃貸住宅入居相談」にて初回相談を行います。相談は、予約制
による面談になります。名古屋市「住まいの窓口」へ電話により予約をお願いします。民間賃貸住宅
への入居に向けて、物件情報の提供や継続した支援のコーディネート（調整）を行います。

実施場所 ： 名古屋市「住まいの窓口」

相談日時 ： 月4回

（原則第1月曜日、第2土曜日、第3、第4金曜日）

午後1時から午後4時まで（事前予約制）

電話番号 ： 予約受付 052-961‐4555

事業内容（１）
民間賃貸住宅の住まい探しのサポート
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住まいサポートなごやと連携した支援が必要な場合には、「関係者専用電話」へ当該機関の担当者等か

ら直接ご連絡ください。民間賃貸住宅の住まい探しや入居後の居住の安定確保に向けて、支援のコー

ディネート（調整）を行います。※相談方法は、電話、来所、訪問、メール対応可。

実施場所：熱田区新尾頭二丁目2番7号 富春ビル4階

（名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター金山内）

相談時間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）

午前9時から午後5時

電話番号：関係者専用 052－684－8597

事業内容（２）
福祉等の関係者・関係機関と連携した入居等のサポート

福祉等の関係
者の方々との
並行支援
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セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者の入居トラブル等でお困りの場合やセーフティ
ネット住宅（※）への登録のご希望がある場合は、「関係者専用電話」へご連絡ください。

※セーフティネット住宅とは、大家さんからの申請に基づき住宅確保要配慮者の入居を受け入れる
賃貸住宅として名古屋市に登録された住宅です。

実施場所：熱田区新尾頭二丁目2番7号 富春ビル4階

（名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター金山内）

相談時間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）

午前9時から午後5時

電話番号：関係者専用 052－684－8597

事業内容（３）
セーフティネット住宅の不動産事業者さん・大家さんのサポート
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セーフティネット住宅のうち、単身高齢者世帯が入居する住戸を対象に、賃貸戸室における死亡事故に

よる大家等の損害を補償します。

【申込要件】

以下の要件を満たす民間賃貸住宅の住戸を賃貸している大家や管理会社が対象となります。加入に伴う保険料は
かかりません。

①住戸の所在地が名古屋市内であること

②セーフティネット住宅として名古屋市へ登録がされていること

③保険契約の対象としての期間を開始する時点で賃借人が満６０歳以上の単身世帯であること

【補償内容】

①家賃損失補償 ②現状回復費用補償 ③遺品整理等費用補償 ④建物明渡請求訴訟費用

【登録手続きに関するお問合せ先】 住まいサポートなごや（電話：052－684－8597）

「セーフティネット住宅へご登録の大家さん・不動産事業者さん専用」
孤立死・残置物に係る包括的損害保険 ！
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事業内容（４） その①
居住支援活動のネットワークづくりや居住支援の普及啓発

居住支援セミナーの開催 令和７年１１月１４日（金） 出張講座等も行います。

１．『初心者向け！居住支援の基礎講座』

「名古屋市の居住支援の取り組みについて」 名古屋市住宅都市局住宅企画課

「賃貸借契約とは」 弁護士法人リブレ半田事務所 柴田将人氏

「お部屋探しの基礎知識」 株式会社ミニミニ経営企画部長 石川清泰氏

２．事例検討

「民間賃貸における入居中支援を考える」

〔事例提供者〕

住まいサポートなごや居住支援コーディネーター

〔回答者〕

◆弁護士（弁護士法人リブレ半田事務所 柴田将人氏）

◆仲介業者（株式会社ミニミニ経営企画部長 石川清泰氏）

◆管理会社・大家（住まいサポートなごや住宅相談員）
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事業内容（４） その②
居住支援活動のネットワークづくりや居住支援の普及啓発

年４回の広報誌（住まサポニュース）の発行居住支援マニュアルを作成しました！

名古屋市住まいサポートなごやHPよりダウンロードできます。
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入居等支援の実施状況（令和6年度）
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分野 関係先（例）

高齢 地域包括支援センター、ケアマネージャー、介護保険サービス事業所、権利擁護センター、民生委員

障害 障害者基幹相談支援センター、保健センター、計画相談事業所、病院、福祉サービス事業所

低所得 生活保護、生活困窮者自立支援機関、社会福祉協議会、公営住宅窓口、ホームレス支援団体

子育て世帯 子ども係、保健所、児童相談所、子ども応援委員会、学校

刑余者 弁護士、保護観察所、地域定着支援センター、刑務所

外国人 国際センター（ＮＩＣ）、愛知県国際交流協会、入国管理局、外国人支援団体

支援における連携先（例）

支援においては、住まいサポートなごやだけで進めず、以下のような関係機関等と
役割分担、連携をしながら、入居等支援を行っています。
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入居等支援の流れ（１）

① インテーク・アセスメント

（本人の希望や思いを聞き、課題や支援方針を検討）

② 方向性の決定

（転居をするか、転居をしないか等）

③ 転居に向けた条件の整備

（お金、健康面、家族関係、福祉サービス調整等）

④ 物件の選択

（民間賃貸住宅、公営住宅、施設等）

⑤ 民間賃貸住宅物件情報提供

（住まいサポートなごや情報共有連絡票の活用）
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入居等支援の流れ（２）

⑥ 物件の内覧

（部屋までの段差、周辺環境等も含め確認）

⑦ 入居申込、契約 (審査、初期費用の支払い）

⑧ 引越

（引越業者の選定、部屋の整理、役所、ライフラインの手続き等）

⑨ 入居後支援

（関係機関等と連携したネットワーク構築）

⑩ トラブル時の相談対応

（大家・不動産会社等からの相談、法的問題等）
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住まいサポートなごや情報共有連絡票 住まい探しにおける
アセスメントのポイント
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①入居者の日頃と違
う様子や安否の心配

②ゴミ屋敷や騒音など
入居中トラブルで困っ
ている

④入居者を募集したい。孤立
死残置物に係る包括的損害
保険に加入したい。

大家さん・不動産事業者さんからの相談対応

③家賃滞納が
不安
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①仲介は決めたいが、
後々トラブルになった
ら困る。

②管理会社や大家さん
の理解が得られない。
※契約自由の原則

④障害をオープンに
する？

仲介業者の気持ち

③保証会社の審査
が通らない。
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③家賃の支払いは
大丈夫かな？

④部屋は綺麗に
使って欲しい。

⑤近隣とのトラブ
ルが心配。

大家さんの気持ち

①イメージで良い
印象がない。

②過去にトラブル
の経験がある。
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【対応策・入居者への支援制度】

１ 家賃の支払いを安定化する。
①家賃の口座引落（自動送金）を利用する。

②生活保護受給の場合は「代理納付制度」を利用する。

２ 福祉等の支援を利用する。
①生活困窮者自立支援機関

生活のこと、仕事のこと、家計や住まいなど様々な悩みや困りごとを抱えた方の無料の相談窓口。住居確保給付金（離
職等により住居を失うおそれの高い方で、一定の要件を満たしている場合には、家賃相当額（上限あり）や転居費用補助を
支給する制度の相談も可能

②権利擁護センター

日常的な金銭管理などについて、判断能力の不十分な障害者、認知症の方が、地域で安心して生活できるよう相談や金
銭管理サービスを実施。

③成年後見制度

認知症や障害などによって判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産の管理をすることが難しい場合などの
「成年後見制度」の利用に関する相談。

家賃の支払いに関する心配
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【対応策・入居者への支援制度】

１ 日頃から親族や関係機関などネットワークを構築。

２ 早めに支援機関などへの相談を行う。

３ 医療・福祉サービスを利用する。

●居宅介護 ●訪問看護 ●配食サービス など

入居者の様子が心配
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居住支援をすすめるポイント

①住宅分野の強み（安心・安全な住まいの確保）、福祉分野の強み（入居

者支援）やルールを相互に理解したうえで、役割分担をする。

②総合相談、支援体制の構築。住まいに関することだけで困っている人は

少なく、支援においては、総合相談が基本。本人を中心に、関係機関で

支援ネットワークを組み、安定した生活が継続できるよう、また、入居

者に異変があった際の早期発見、対応の仕組みづくりが重要。

③理解ある不動産関係者等を増やし、つながる（法令順守）。各地域にお

けるネットワークの構築。
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